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2022年６月 30日 

各 位 

会 社 名  キリンホールディングス株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 磯崎 功典 

  （コード番号 2503） 

本社所在地  東京都中野区中野四丁目 10 番２号 

問 合 せ先 

 

コーポレートコミュニケー

ション部長 

堀 伸彦 

（03-6837-7015） 

 

（開示事項の経過）Myanmar Brewery Limited の株式譲渡に伴う子会社の異動に関する基本合意

について 

 

キリンホールディングス株式会社（社長 磯崎功典）は、当社の連結子会社である Myanmar 

Brewery Limited（以下、MBL）の合弁パートナーである Myanma Economic Holdings Public 

Company Limited（以下、MEHPCL）と合意の上、当社子会社である Kirin Holdings Singapore Pte. 

Ltd. (以下、KHSPL)が保有する MBLの全株式を、MBLに譲渡すること（MBLによる自己株式取

得）を決定しました。なお、MBLの取締役会においても本内容を決議しましたのでお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１． 株式譲渡の理由と方法 

2022年 2月 14日付の「ミャンマー事業の合弁解消に向けた当社の撤退方針の決定につい

て」にて公表しました通り、当社は 2021年 2月以降、合弁解消を目指しあらゆる選択肢を検討し

てまいりましたが、当社が望む形で合弁を解消することは困難であると判断し、当社がミャンマー事

業から撤退する方針のもとに 2022年 2月より MEHPCL との協議を進めてまいりました。 

撤退方法については、現在の状況を総合的に判断した結果、MBLへ株式譲渡することが最適

であると判断しました。 

 

今回、合弁解消・撤退に向けて当社が採り得る方法は、「第三者への株式譲渡」、「MBLの会

社清算」、そして「MBL への株式譲渡（MBLによる自己株式取得）」の三点であり、当社は、現地従

業員および取引先などの影響を勘案した上で、早期に合弁解消することを最優先に検討して参り

ました。 

 

まず、「第三者への株式譲渡」は、実現にあたり、合弁契約上、譲渡先について MEHPCLの承

認が必要となるとともに、現地法令上、ミャンマー政府当局の承認なども必要となります。このような

制約の中、当社は株式譲渡先候補の検討を進めて参りましたが、適切な譲渡先の選定には慎重
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な判断を要することから、当社が目指す早期の合弁解消を実現することは困難であると判断しまし

た。 

 

次に、「MBLの会社清算」は、清算により MBLの事業が失われてしまうことにより、現地従業員

や取引先などへの影響が甚大となることから回避すべきと判断しました。 

 

このような状況から、現地従業員や取引先などへの影響を勘案し、早期の合弁解消を図る手段

として、「MBLへの株式譲渡（MBLによる自己株式取得）」が最適な手段であると判断致しました。 

 

なお、当該株式譲渡の成立には、投資企業管理局（Directorate of Investment and Company 

Administration：DICA）及びミャンマー投資委員会（Myanmar Investment Commission：MIC）の承

認、その他ミャンマー法に基づく標準的な手続き終了に係る条件を満たす必要があり、当社として

はこれらの手続きを可能な限り速やかに完了させることを目指しています。 

 

２． 譲渡子会社かつ譲渡先である MBLの概要 

（１） 名 称 Myanmar Brewery Limited. 

（２） 所 在 地 ミャンマー ヤンゴン市 

（３） 代表者の役職・氏名 Managing Director: 三橋 英記 

（４） 事 業 内 容 ミャンマーにおけるビールの製造・販売 

（５） 資 本 金 約 143百万ミャンマー・チャット(MMK) 

（６） 設 立 年 月 日 1995年 

（７） 大株主及び持株比率 KHSPL 51％、MEHPCL 49% 

（８） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 
当社の 51％子会社（100％子会社である

KHSPLの 51％子会社）です。 

人 的 関 係 取締役派遣等の人的関係があります。 

取 引 関 係 
経営指導・管理に係る役務提供を行ってい

ます。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績 

決 算 期 2019年 12月期 2020年 12月期 2021年 12月期 

売 上 収 益 4,517億 MMK 4,087億 MMK 2,828億 MMK 

事 業 利 益 1,788億 MMK 1,773億 MMK 965億 MMK 

（注）純資産、総資産、1 株当たりの純資産、親会社株主に帰属する当期純利益、1 株当たり当期

純利益は締結終了後に開示いたします。 

（注）「当該会社の最近３年間の経営成績」は、国際会計基準（IFRS）を採用している当社での認識

額を記載しています。 

 

３． 譲渡株数・金額 

KHSPL は保有する MBL 株式の全てを MBLに譲渡いたします。譲渡価額は、約 224億円（注）

（3,240億 MMK）を予定しています。 （注）1,000MMK＝69円の場合 
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今後の株式譲渡契約の締結に向けて、詳細な条件を決定していきます。 

（１） 譲渡前の所有株式数 72,797株（議決権所有割合 51％） 

（２） 譲 渡 株 式 数 72,797株 

（３） 譲渡後の所有株式数 0株（議決権所有割合 0％） 

 

４． 日程 

当社取締役会から委任を受

けた取締役による株式譲渡

決定日 

2022年６月 29日 

MBL取締役会決議日 2022年６月 29日 

（注）譲渡契約締結日および株式譲渡期日は未定ですが、当社としては本件を可能な限り速やか

に決着させるべく取り組んでまいります。 

 

５． 今後の見通し 

今後本株式譲渡に伴い、2022年 12月期において、前期に認識した減損損失の戻入益として

その他の営業収益に約 190億円を計上する見込みです。また、ミャンマー事業から生じた在外営

業活動体の換算差額約 180億円が資本の部に計上されており、株式譲渡完了時には、子会社株

式売却損としてその他の営業費用に振り替えられる予定です。なお、これら金額は現時点での見

積額であり、為替影響等により変動する可能性があります。 

本株式譲渡による、当社 2022年 12月期の連結業績に与える影響は精査中です。本件の今後

の見通しについて、開示すべき事実が決定した場合には速やかに公表いたします。 

 

６． その他 

 MEHPCL とのもう一つの合弁事業である Mandalay Brewery Limitedについても同様の方法・ス

ケジュールにて売却を合意していますが、グループに与える影響は軽微です。 

以 上 

 


